 
三島市猫よけ器（超音波発生装置）の貸し出しに係る運用基準

令和４年４月２５日施行 
 
１　対象者
市内の所有地、借地または居住用・事業用建築物の敷地に侵入する猫による被害を軽減しようとする目的を持った市民または市内に事業所を有する事業者
２　貸出台数及び使用場所
１世帯または１事業者あたり１台とし、その使用場所は、貸出を受けた者の市内の所有地、借地または居住用・事業用建築物の敷地に限る
３　費　用
[bookmark: _GoBack]無料（猫よけ器に必要な電池は、貸出を受けた者が用意）
４　貸出期間
貸出日から起算して１４日以内
５　申請方法
環境政策課長に借用申請書（様式１）を提出して申請するものとする
６　借受者の責務
（１）猫よけ器を管理者の注意義務をもって管理すること（使用上の注意事項の厳守を含む）。
（２）猫よけ器を承認を受けた目的以外に使用しないこと。
（３）猫よけ器の権利を譲渡し、または猫よけ器を転貸しないこと。
（４）猫よけ器を破損または紛失しないよう使用すること。
（５）猫よけ器を使用した後は、清掃し、速やかに返却すること。
（６）貸出期間を遵守すること。
（７）その他環境政策課長が定める事項
７　損害賠償
借受者の責めに帰すべき理由によって猫よけ器を破損し、 または紛失したときは、借受者においてその損害を賠償しなければならない。その賠償の方法及び額は、環境政策課長が決定する。また、猫よけ器の使用により、借受者が被った被害及び第三者に与えた損害に関しては、借受者がその責任を負うものとする。
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様式１     猫よけ器（超音波発生装置）借用申請書        年    月    日   三島市環境政策課長   あて     住所                      氏名                      電話番号                        私は下記物件の借用を申請します。なお、借用中の 猫よけ器 の保管に関しては十分注意し、 破損・紛失等事故 のあった場合には理由のいずれによらず当方で責任を負います。     記   借用物件     猫よけ器     器   （ No.    ）     借用期間      年    月    日    ～     年    月    日     使用場所     三島市       なお、借用にあたっては、以下の事項を遵守します。   （１）   猫よけ器を 管理者の注意義務をもって管理すること（使用上の注意事項の厳守を含 む）。   （２）   猫よけ器を承認を受けた目的以外に使用しないこと。   （３）   猫よけ器の権利を譲渡し、または猫よけ器を転貸しないこと。   （４）   猫よけ器を破損または紛失 しないよう使用すること。   （５）   猫よけ器を使用した後は、清掃し、速やかに返却すること。   （６）   貸出期間を遵守すること。   （７）   猫よけ器の使 用に起因して生じた諸問題は自身の責任において解決する こと。   （８ ）   その他環境政策課長が定める事項  
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猫よけ器（超音波発生装置）借用申請書



　　年　　月　　日

三島市環境政策課長　あて



住所　　　　　　　　　　　　　　　　



氏名　　　　　　　　　　　　　　　　



電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　





私は下記物件の借用を申請します。なお、借用中の猫よけ器の保管に関しては十分注意し、破損・紛失等事故のあった場合には理由のいずれによらず当方で責任を負います。



記

借用物件　　　猫よけ器　　　器　（No.　　）



借用期間　　　　年　　月　　日　　～　　　年　　月　　日



使用場所　　　三島市



　なお、借用にあたっては、以下の事項を遵守します。

[bookmark: _GoBack]（１） 猫よけ器を管理者の注意義務をもって管理すること（使用上の注意事項の厳守を含む）。

（２） 猫よけ器を承認を受けた目的以外に使用しないこと。

（３） 猫よけ器の権利を譲渡し、または猫よけ器を転貸しないこと。

（４） 猫よけ器を破損または紛失しないよう使用すること。

（５） 猫よけ器を使用した後は、清掃し、速やかに返却すること。

（６） 貸出期間を遵守すること。

（７） 猫よけ器の使用に起因して生じた諸問題は自身の責任において解決すること。

（８） その他環境政策課長が定める事項


